
市 民 相 談 （７月～８月）　相談は無料、秘密は厳守します。お気軽にご相談ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ※市役所の受付は、午前８時30分～午後５時15分です。
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味
覚
障
害
に
は
、
味
に
対
す
る

感
受
性
が
低
下
す
る
味
覚
減
退
や

味
覚
消
失
、
特
定
の
味
を
感
じ
な

い
解
離
性
味
覚
障
害
、
本
来
の
味

と
は
異
な
る
味
に
感
じ
る
異
味
症
、

な
ん
で
も
嫌
な
味
に
感
じ
る
悪
味

症
、
味
を
過
敏
に
感
じ
る
味
覚
過

敏
、
片
側
性
味
覚
障
害
な
ど
が
あ

り
ま
す
。

　
味
覚
障
害
の
原
因
は
、
２
つ
あ

る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
１
つ

目
は
、
味
を
伝
え
る
神
経
系
に
問

題
が
あ
る
場
合
で
す
。
そ
の
原
因

と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
ウ
イ
ル

ス
感
染
、
脳
血
管
障
害
、
腫
瘍
、

損
傷
、
心
因
性
な
ど
に
よ
る
神
経

系
の
障
害
で
す
。
２
つ
目
は
、
受

容
器
で
あ
る
味
蕾
に
問
題
が
あ
る

場
合
で
す
。
味
蕾
と
は
舌
粘
膜
の

各
種
の
乳
頭
内
に
あ
る
卵
形
の
小

体
で
あ
り
、
感
覚
細
胞
か
ら
な
り
、

味
覚
を
つ
か
さ
ど
り
ま
す
。
こ
の

場
合
は
唾
液
分
泌
低
下
（
口
腔
乾

燥
症
）
に
よ
る
味
の
感
受
性
の
低

下
や
味
蕾
の
保
護
作
用
の
低
下
が

起
こ
り
ま
す
。
ま
た
放
射
線
に
よ

る
組
織
へ
の
為
害
作
用
や
栄
養
性

の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
薬
剤
は
神

経
と
味
蕾
の
両
方
に
影
響
し
ま
す
。

　
味
覚
障
害
の
発
症
因
子
は
、
研

究
者
に
よ
り
分
類
が
異
な
り
ま
す
。

そ
れ
は
発
症
因
子
が
重
複
す
る
可

能
性
が
高
く
、
複
雑
に
影
響
し
合

う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　
○
味
覚
と
唾
液
の
関
連

　
唾
液
は
常
に
口
腔
粘
膜
と
と
も

に
味
受
容
器
の
表
面
も
覆
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
た
め
、
味
を
感
知
す

る
段
階
に
お
い
て
唾
液
と
味
物
質

の
間
で
、
溶
解
、
拡
散
、
希
釈
、

化
学
反
応
な
ど
を
起
こ
す
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
味
受
容
器

に
直
接
作
用
し
て
そ
の
感
受
性
を

変
化
さ
せ
ま
す
。
こ
の
作
用
に
よ

り
、
５
基
本
味
（
甘
味
、
塩
味
、

酸
味
、
苦
味
、
う
ま
味
）
の
味
覚

感
受
性
を
決
定
し
て
い
ま
す
。
ま

た
５
基
本
味
以
外
に
、
脂
肪
や
デ

ン
プ
ン
を
消
化
し
、
本
来
無
味
で

あ
る
こ
れ
ら
の
物
質
の
味
を
作
る

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に

唾
液
成
分
が
常
に
味
蕾
を
刺
激
し

続
け
る
こ
と
で
、
唾
液
の
味
を
基

準
に
水
の
味
を
感
知
す
る
こ
と
に

も
関
与
し
て
い
ま
す
。

　
唾
液
は
味
を
感
知
す
る
段
階
だ

け
で
な
く
、
長
期
的
に
味
蕾
の
外

部
環
境
を
形
成
し
、
味
受
容
器
を

保
護
す
る
役
割
が
あ
り
ま
す
。
も

し
唾
液
が
長
期
的
に
欠
乏
す
る
と
、

味
蕾
の
萎
縮
、
味
孔
内
の
殺
菌
感

染
、
さ
ら
に
は
、
味
覚
障
害
を
引

き
起
こ
し
ま
す
。
し
か
し
味
蕾
は

常
に
新
生
し
て
い
る
た
め
、
外
部

環
境
が
整
え
ば
回
復
す
る
見
込
み

が
あ
り
ま
す
。

○
対
処
法

　
味
覚
障
害
を
誘
発
す
る
薬
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
中
に
は
唾
液
分
泌

の
抑
制
や
、
味
細
胞
の
新
生
に
影

響
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
薬

も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
味
覚
障
害

の
原
因
が
口
腔
乾
燥
症
に
あ
る
と

診
断
さ
れ
た
場
合
、
ま
ず
口
腔
内

の
衛
生
状
態
あ
る
い
は
症
的
状

態
を
改
善
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
口
腔
乾
燥
が
重
篤
な
症
例
で

は
、
保
湿
剤
、
人
口
唾
液
、
唾
液

分
泌
保
進
薬
を
使
用
し
ま
す
。
一

方
、
味
蕾
の
新
生
を
考
慮
す
る
と
、

機
能
的
な
唾
液
分
泌
の
回
復
を
目

指
す
方
法
が
最
適
で
す
。
こ
れ
に

は
唾
液
腺
マ
ッ
サ
ー
ジ
や
筋
機
能

訓
練
な
ど
が
考
案
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
唾
液
分
泌
の
神
経
機
構
の
観

点
か
ら
は
、
や
は
り
食
の
脳
機
能

と
咀そ

し
ゃ
く嚼
機
能
を
高
め
る
こ
と
が
最

も
有
効
な
手
段
で
す
。
心
配
な
人

は
か
か
り
つ
け
の
歯
科
医
院
か
無

料
歯
周
病
検
診
で
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。

味
覚
障
害
に
つ
い
て

医
療
メ
モ

本
庄
市
児
玉
郡
歯
科
医
師
会

７月５日㈰ 上 武 病 院 小 島 ５ 丁 目 ☎�０１１１
７月12日㈰ 松本産婦人科医院 千代田１丁目 ☎�３３７７
７月19日㈰ 森田整形外科クリニック 小 島 ☎�１６１０
７月20日㈷ よしはら整形外科 児 玉 町 長 沖 ☎�１５７５
７月26日㈰ 飯塚耳鼻咽喉科医院 上里町神保原町 ☎�２３１３
８月２日㈰ 飯塚内科産婦人科 栄 １ 丁 目 ☎�６３１１

●小児夜間初期救急診療（本庄総合病院内☎�６１１１）
　診療日　毎週火曜日（休日は除く）　午後６時～９時
　対象　中学生まで
●電話相談をご利用ください
　(相談料無料・通話料利用者負担)
・｢＃8000｣小児救急電話相談
 （ＩＰ電話、ひかり電話、ダイヤル回線からは、
　　　　　　　　　　  　　☎０４８−８３３−７９１１）
 受付時間　月曜日～土曜日 午後７時～翌日午前７時
　　　　    日曜日、休日、年末年始
　　　　　　　　　　　　 午前７時～翌日午前７時
・｢＃7000｣大人救急電話相談
 （ＩＰ電話、ＰＨＳ、ダイヤル回線からは、
                                    ☎０４８−８２４−４１９９)
 受付時間　毎日　午後６時３0分～10時３0分

★119番は、緊急時（火災やけが人など）の受付専
用電話番号です。夜間など、時間外に診療可能な
病院については、児玉郡市広域消防本部指令課(☎
�1119）でご案内していますので、ご利用くださ
い。ただし、診療科目によっては、県外や児玉郡市
以外の病院をご案内する場合もあります。

●本庄市児玉郡医師会立本庄市休日急患診療所（日曜・休日開設）
　（本庄市保健センター内☎�３３２２)
　　診療時間　午前９時～正午、午後１時～４時、午後７時～10時
　　診療科目　内科系疾患
　　※健康保険証を持参してください。
●在宅当番医療機関
　　診療は午前中のみです。当番医は変更になる場合もあります
　　ので、確認してからお出かけください。

休 日 急 患 の 診 療

悪質自転車に講習 !! 新制度が始まりました

★３年以内に２回以上「危険行為」を繰り返した自転車運転者は、
　都道府県公安委員会が行う「自転車運転者講習」を受講しなけ
　ればなりません。
★「危険行為」とは、「信号無視」など交通事故につながる危険
　性の高いルール違反です。
★受講しなければ、５万円以下の罰金が科せられます。

※本庄市内の人身交通事故発生件数は人口1,000人当たり2.28件（５月末現在）県内ワースト３位です

≪道路交通法一部改正：平成27年６月１日施行≫

「
交
通
安
全
ニ
ュ
ー
ス
」

★
危
機
管
理
課
☎
㉕
１
１
８
４

相 談 名 相 談 日 時 な ど 会　場 問 い 合 わ せ
行 政 ７月16日㈭　午後１時～４時

市役所１階 市民相談室 
　　　☎�１１１３
市民課☎�１１１２
　　　☎�１１１０法 律

７月１日㈬・８日㈬・15日㈬・22日㈬　午後１時～４時
◎８月の相談日

弁護士に
よる相談

８月５日㈬・12日㈬
午後１時～４時　定員＝各６人（先着順)

司法書士に
よる相談

８月26日㈬
午後１時～４時　定員＝６人（先着順)

労 働 法 律 ８月19日㈬　午後１時～４時
定員＝６人（先着順)

不 動 産 ７月10日㈮・８月14日㈮　午後１時～４時
相談員＝宅地建物取引業協会本庄支部無料相談員

年金・労働 ７月９日㈭・８月13日㈭　午後１時～４時
相談員＝社会保険労務士　

税 務 ７月14日㈫・８月11日㈫　午後１時～４時
相談員＝税理士　

消 費 生 活

毎週月・水・木・金曜日（休日を除く）
午前９時30分～正午、午後１時～３時30分
※７月３日㈮の午後、24日㈮はお休みです

市役所４階 商工観光課 商工観光課 ☎�１１７５

毎週火・金曜日（休日を除く）
午前９時30分～正午、午後１時～３時30分

上里町役場２階
　　　　　産業振興課

上里町役場産業振興課
 ☎�１２３２

人 権
７月14日㈫　午後１時～４時 アスピアこだま 相談室１ 

はにぽんプラザ ☎�０８２８
７月28日㈫　午後１時～４時 はにぽんプラザ

家 庭 児 童 毎週月～金曜日（休日を除く)　午前９時～午後４時 市役所２階 子育て支援課 子育て支援課☎�１１２９
（家庭児童相談室）

教 育
（不登校等）毎週月～金曜日（休日を除く)　午前９時30分～午後３時

ふれあい教室
（旧勤労会館２階）

教育支援センター
☎�４２８７

教 育
（いじめ等）

毎週水曜日（休日を除く） 電話相談：午後１時30分～５時
※面談による相談は、電話相談の時間内に事前予約受付

子どもの心の相談員
☎�７３３７

心 配 ご と

毎週月曜日（休日を除く） 午後１時～４時
※相談時間中のご連絡は、☎�８９７６へ はにぽんプラザ 本庄市社会福祉協議会

☎�２７５５

７月６日㈪・８月３日㈪　午後１時～４時 アスピアこだま 会議室３ 本庄市社会福祉協議会児玉支所
☎�１２３７

結　　 婚 毎週水曜日（休日を除く) 
午後１時～４時

※相談時間中の
ご連絡は、
☎�８９７６へ

はにぽんプラザ 本庄市社会福祉協議会
☎�２７５５介護の悩み ７月10日㈮・24日㈮　

午後１時～４時

成 年 後 見 ７月14日㈫・28日㈫　
午後１時～４時

※各種相談は予約制
※８月の相談予約は、７月21日㈫から受付開始       
   （受付開始日は電話予約のみ）

　各種相談日
●法律相談　　　　　　　　　　　●行政相談             毎月第３木曜日
・弁 護 士　毎月第１・２水曜日　●不動産相談        　〃 第２金曜日
・司法書士　 〃  第３・４水曜日　●年金・労働相談 　 〃  第２木曜日
 （労働法律相談のある月は第４水曜日のみ）  ●税務相談　          〃  第２火曜日
●労働法律相談（弁護士）５・８・11・２月の第３水曜日


